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令和５年６月 29 日に日本標準産業分類の第 14 回の改定を行い、その中において一般原則

における「第３項 分類の基準」の記載順を変更している。その変更の趣旨については、第194

回統計委員会（令和５年６月 16 日）による「日本標準産業分類の変更について」の答申を踏

まえて以下のように補足する。 

 

日本標準産業分類の 14 回改定（以下、「14 回改定」と略記し、13 回も同様とする。）にお

いては分類体系を大きく変更していないが、一般原則における「第３項 分類の基準」につい

ては、記述内容を明瞭化したことに加え、国際標準産業分類（ISIC）等の国際分類の記載内容

を参考にしつつ、以下の経緯や趣旨を基にして記載順を変更している（参考１、参考２）。 

 

○ 13 回改定における「分類の基準」では、需要側の基準を先に記載していたが、これは

需要側の基準を重視する意図ではなかった。また、これまでの日本標準産業分類におけ

る「分類の基準」では、その記載順の意図を明示してこなかった。 

 

○ 14 回改定案の検討に当たっては、13 回改定時における答申の指摘事項とともに、第

Ⅲ期公的統計基本計画における検討項目を踏まえて議論する必要があり、さらに、需要

側と供給側の概念が混在しているとの有識者からの指摘等も考慮して議論を行った（参

考３）。 

 

○ その結果、SUT 体系への移行（参考４）の一環として、需要側の分類である生産物分

類が既に作成されていることから（参考５）、供給側の視点からの日本標準産業分類の位

置づけを明確にするため、14 回改定においては「分類の基準」の記載順を変更し、供給

側の基準を先に記載することとした。 

 

○ このように、14 回改定における「分類の基準」の記載順の変更は、13 回改定におけ

る「分類の基準」を再整理した内容であるため、分類体系を変更させるものではない。 

 

以上の経緯や趣旨から、14 回改定における「分類の基準」の記載順の変更は、国際分類の

記載内容とも整合的であり、また、供給側の基準により分類されている分類項目等が一定程

度存在すること（参考６）とも整合する。 

 
















